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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルと、前記タッチパネルを制御するプロセッサと、ディスプレイと、メモリ
と、を備える情報処理装置であって、
　前記プロセッサは、
　前記ディスプレイの消灯状態において、前記タッチパネルへの接触が検知される場合に
、前記ディスプレイは消灯状態のまま、前記タッチパネルへの接触の座標を前記メモリに
格納し、
　前記メモリに格納される前記接触の軌跡を含む画像ファイルを生成し、
　前記生成した画像ファイルを前記ディスプレイに表示する、
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記プロセッサは、
　前記ディスプレイが点灯状態に遷移した場合に、前記メモリに格納される前記接触の軌
跡を含む画像ファイルを生成する、
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　タッチパネルと、前記タッチパネルを制御する第１のプロセッサと、ディスプレイと、
メモリと、アプリケーションを実行する第２のプロセッサと、を備える情報処理装置であ
って、
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　前記第１のプロセッサは、
　前記ディスプレイの消灯状態において、前記タッチパネルへの接触が検知される場合に
、前記ディスプレイは消灯状態のまま、前記タッチパネルへの接触の座標を前記メモリに
格納し、
　前記第２のプロセッサは、
　前記メモリに格納される前記接触の軌跡を含む画像ファイルを生成し、
　前記生成した画像ファイルを前記ディスプレイに表示する、
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　前記第１のプロセッサは、
　前記ディスプレイの消灯状態、且つ、前記第２のプロセッサのオフ状態において、前記
タッチパネルへの接触が検知される場合に、前記ディスプレイは消灯状態、且つ、前記第
２のプロセッサはオフ状態のまま、前記タッチパネルへの接触の座標を前記メモリに記録
し、
　前記第２のプロセッサは、
　前記第２のプロセッサがオン状態に遷移し、前記ディスプレイが点灯状態に遷移した場
合に、前記メモリに格納される前記接触の軌跡を含む画像ファイルを生成する、
請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　タッチパネルと、前記タッチパネルを制御するプロセッサと、ディスプレイと、メモリ
と、を備える情報処理装置の情報処理方法において、
　前記プロセッサが、
　前記ディスプレイの消灯状態において、前記タッチパネルへの接触が検知される場合に
、前記ディスプレイは消灯状態のまま、前記タッチパネルへの接触の座標を前記メモリに
格納し、
　前記メモリに格納される前記接触の軌跡を含む画像ファイルを生成し、
　前記生成した画像ファイルを前記ディスプレイに表示する、
ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項６】
　タッチパネルと、前記タッチパネルを制御する第１のプロセッサと、ディスプレイと、
メモリと、アプリケーションを実行する第２のプロセッサと、を備える情報処理装置の情
報処理方法であって、
　前記第１のプロセッサは、
　前記ディスプレイの消灯状態において、前記タッチパネルへの接触が検知される場合に
、前記ディスプレイは消灯状態のまま、前記タッチパネルへの接触の座標を前記メモリに
格納し、
　前記第２のプロセッサは、
　前記メモリに格納される前記接触の軌跡を含む画像ファイルを生成し、
　前記生成した画像ファイルを前記ディスプレイに表示する、
ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項７】
　タッチパネルと、前記タッチパネルを制御するプロセッサと、ディスプレイと、メモリ
と、を備える情報処理装置の情報処理プログラムにおいて、
　前記プロセッサに、
　前記ディスプレイの消灯状態において、前記タッチパネルへの接触が検知される場合に
、前記ディスプレイは消灯状態のまま、前記タッチパネルへの接触の座標を前記メモリに
格納させ、
　前記メモリに格納される前記接触の軌跡を含む画像ファイルを生成させ、
　前記生成した画像ファイルを前記ディスプレイに表示させる、
ことを実行させるための情報処理プログラム。
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【請求項８】
　タッチパネルと、前記タッチパネルを制御する第１のプロセッサと、ディスプレイと、
メモリと、アプリケーションを実行する第２のプロセッサと、を備える情報処理装置の情
報処理プログラムであって、
　前記第１のプロセッサに、
　前記ディスプレイの消灯状態において、前記タッチパネルへの接触が検知される場合に
、前記ディスプレイは消灯状態のまま、前記タッチパネルへの接触の座標を前記メモリに
格納させ、
　前記第２のプロセッサに、
　前記メモリに格納される前記接触の軌跡を含む画像ファイルを生成させ、
　前記生成した画像ファイルを前記ディスプレイに表示させる、
ことを実行させるための情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置，情報処理方法及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、タッチパネルを備えるスマートフォン，携帯電話端末，携帯ゲーム機，携帯タブ
レット端末等の情報処理装置では、タッチパネルへの手書き文字の入力を受け付け、手書
き文字画像を作成し、ファイルとして記録することができる。例えば、スマートフォンで
は、対応のアプリケーションをインストールすることによって、タッチパネルへの手書き
文字の入力による手書き文字画像をファイルとして記録することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２７３３５８号公報
【特許文献２】特開２０１２－１０８６５７号公報
【特許文献３】特開２０００－２８４８５８号公報
【特許文献４】特開２０１２－１０８００１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、例えば、スマートフォンが省電力状態の場合に手書き文字を記録するた
めには、ユーザは、省電力状態を解除し、画面のロック状態を解除し、アプリケーション
を起動させる動作を行うため、手書き文字を記録するまでに時間を要した。そのため、急
遽手書きメモを記録したい場合には、利便性が良くなかった。
【０００５】
　本発明の一態様は、タッチパネルへの接触の軌跡をより簡便に記録するための情報処理
装置，情報処理方法，及び情報処理プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の態様の一つは、
　タッチパネルと、前記タッチパネルを制御するプロセッサと、ディスプレイと、メモリ
と、を備える情報処理装置であって、
　前記プロセッサは、
　前記ディスプレイの消灯状態において、前記タッチパネルへの接触が検知される場合に
、前記ディスプレイは消灯状態のまま、前記タッチパネルへの接触の座標を前記メモリに
記録する、
情報処理装置である。
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【０００７】
　本発明の他の態様の一つは、上述した情報処理装置が上記処理を実行する情報処理方法
である。また、本発明の他の態様は、コンピュータを上述した情報処理装置として機能さ
せる情報処理プログラム、及び当該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記
録媒体を含むことができる。コンピュータ等が読み取り可能な記録媒体には、データやプ
ログラム等の情報を電気的、磁気的、光学的、機械的、または化学的作用によって蓄積し
、コンピュータ等から読み取ることができる記録媒体をいう。
【発明の効果】
【０００８】
　開示の情報処理装置，情報処理方法及び情報処理プログラムによれば、タッチパネルへ
の接触の軌跡をより簡便に記録することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態における手書きメモ保存処理の一例を示す図である。
【図２】スマートフォンのハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】記憶部１０２に格納されるプログラム及び情報の一例を示す図である。
【図４】記憶部１２２に格納されるプログラム及び情報の一例を示す図である。
【図５】タッチ軌跡格納部１７に格納される座標の一例である。
【図６】省電力状態移行プログラムの処理のフローチャートの一例である。
【図７】省電力監視プログラムの処理のフローチャートの一例である。
【図８】タッチ軌跡記録プログラムの処理のフローチャートの一例である。
【図９】省電力状態解除プログラムの処理の一例を示す図である。
【図１０】手書きメモ保存プログラムに処理のフローチャートの一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面に基づいて、本発明の実施の形態を説明する。以下の実施形態の構成は例示
であり、本発明は実施形態の構成に限定されない。
【００１１】
　＜第１実施形態＞
　図１は、第１実施形態における手書きメモ保存処理の一例を示す図である。図１では、
スマートフォン１は、アプリケーションを実行するアプリケーションＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit）　１０１と、タッチパネル１０３を制御するＵＩ（User Interface）－
ＣＰＵ　１２０とを備える。
【００１２】
　ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、例えば、アプリケーションＣＰＵ　１０１に比べて、性能が
低く、行える処理が限られているものの、消費電力が少ないＣＰＵである。第１実施形態
では、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、タッチパネル１０３以外のハードウェア構成要素の制御
は行わない。ただし、これに限られず、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、タッチパネル以外のハ
ードウェア構成要素の制御を行ってもよい。
【００１３】
　第１実施形態では、スマートフォン１は、省電力状態、且つ、画面ロック状態において
、タッチパネル１０３上でユーザの指等の接触が検出された場合に、ユーザの指等のタッ
チの軌跡を記録する。省電力状態及び画面ロック状態が解除された場合には、スマートフ
ォン１は、省電力状態の間に記録されたユーザの指等のタッチの軌跡の画像ファイルを生
成し、この画像ファイルを保存する。これによって、省電力状態、且つ、画面ロック状態
において、スマートフォン１は、手書き文字（手書きメモともいう）を保存することがで
きる。
【００１４】
　省電力状態とは、未使用時の消費電力を抑えるために、電源がオンとなるハードウェア
を最小限に抑えた状態のことである。より具体的には、第１実施形態では、スマートフォ
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ン１の省電力状態とは、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０，タッチパネル１０３，無線通信に係る処
理部（図示せず）がオン状態であり、アプリケーションＣＰＵ　１０１，ディスプレイ１
０４を含むその他のハードウェア構成要素はオフ状態である状態を示す。
【００１５】
　画面ロック状態とは、タッチパネル１０３へのタッチ入力に反応してディスプレイ１０
４の表示及び点灯が行われない状態を示す。第１実施形態では、スマートフォン１は、省
電力状態に移行する際に、画面ロック状態を設定する。
【００１６】
　例えば、スマートフォン１の筺体には、省電力ボタン１１１が備えられている。スマー
トフォン１は、第１実施形態では、タッチパネル１０３や入力ボタン（図示せず）からの
入力及び着信が所定時間ない場合、及び、通常状態で省電力ボタン１１１が押下された場
合に、省電力状態に移行する。また、第１実施形態では、省電力状態で省電力ボタン１１
１が押下されることによって、スマートフォン１は、省電力状態が解除される。
【００１７】
　図２は、スマートフォン１のハードウェア構成の一例を示す図である。スマートフォン
１は、アプリケーションＣＰＵ　１０１，記憶部１０２，タッチパネル１０３，ディスプ
レイ１０４，無線部１０５，オーディオ入出力部１０６，スピーカー１０７，マイクロフ
ォン１０８，アンテナ１１０，省電力ボタン１１１，ＵＩ－ＣＰＵ　１２０，記憶部１２
２を備える。
【００１８】
　タッチパネル１０３は、位置入力装置の１つであって、ディスプレイ１０４の表面に配
置されており、ユーザの指のタッチ位置の座標を、通常時はアプリケーションＣＰＵ　１
０１に、省電力状態の場合にはＵＩ－ＣＰＵ　１２０に出力する。タッチパネル１０３上
のタッチ位置の座標を、以降、タッチ座標と称する。タッチパネル１０３は、静電容量方
式，抵抗膜方式，表面弾性波方式，赤外線方式，電磁誘導方式等のいずれであってもよい
。第１実施形態では、タッチパネル１０３は、スマートフォン１が省電力状態の場合にも
オン状態のままである。
【００１９】
　ディスプレイ１０４は、例えば、液晶ディスプレイ（Liquid Crystal Display，ＬＣＤ
）である。ディスプレイ１０４は照明手段としてＬＥＤ（Light Emitting Diode）を備え
る。ディスプレイ１０４は、アプリケーションＣＰＵ　１０１から入力される信号に従っ
て、画面データを表示する。第１実施形態では、ディスプレイ１０４は、スマートフォン
１が省電力状態の場合には、オフ状態となる。
【００２０】
　無線部１０５は、アンテナ１１０と接続しており、アンテナ１１０を通じて受信した無
線信号を電気信号に変換してアプリケーションＣＰＵ　１０１に出力したり、アプリケー
ションＣＰＵ　１０１から入力される電気信号を無線信号に変換してアンテナ１１０を通
じて送信したりする。無線部１０５は、無線通信に係る処理を行うプロセッサとメモリと
を含んでおり、例えば、第３世代移動通信システム，第２世代移動通信システム，ＬＴＥ
（Long Term Evolution）のうちのいずれか１つ又は複数に対応する。第１実施形態では
、無線部１０５は、スマートフォン１が省電力状態の場合でも、着信を待ち受けるために
、オン状態となる。
【００２１】
　オーディオ入出力部１０６は、音声出力装置としてのスピーカー１０７と、音声入力装
置としてのマイクロフォン１０８と、接続する。オーディオ入出力部１０６は、マイクロ
フォン１０８から入力された音声信号を電気信号に変換してアプリケーションＣＰＵ　１
０１に出力したり、アプリケーションＣＰＵ　１０１から入力された電気信号を音声信号
に変換してスピーカー１０７に出力したりする。第１実施形態では、オーディオ入出力部
１０６，スピーカー１０７，マイクロフォン１０８は、スマートフォン１が省電力状態の
場合には、オフ状態となる。
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【００２２】
　記憶部１２２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）　１２２Ａ及びＲＡＭ（Random Access 
Memory）　１２２Ｂを含む。ＲＡＭ　１２２Ｂには、揮発性のものと不揮発性のものと、
双方が含まれる。記憶部１２２には、アプリケーションＣＰＵ　１０１もＵＩ－ＣＰＵ　
１２０もアクセスすることができる。第１実施形態では、記憶部１２２は、スマートフォ
ン１が省電力状態の場合にも、オン状態のままである。
【００２３】
　ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、ＲＯＭ　１２２Ａに格納されるプログラムをＲＡＭ　１２２
Ｂに展開し、展開された命令を実行することによって、タッチパネル１０３に関する処理
を行う。第１実施形態では、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、スマートフォン１の省電力状態の
場合にも、オン状態のままである。
【００２４】
　記憶部１０２は、ＲＯＭ　１０２Ａ及びＲＡＭ　１０２Ｂを含む。ＲＡＭ　１０２Ｂに
は、揮発性のものと不揮発性のものと、双方が含まれる。第１実施形態では、記憶部１０
２は、スマートフォン１が省電力状態の場合には、オフ状態となる。
【００２５】
　アプリケーションＣＰＵ　１０１は、ＲＯＭ　１０２Ａに格納されるプログラムをＲＡ
Ｍ１０２ｂに展開し、展開された命令を実行することによって様々な処理を行う。アプリ
ケーションＣＰＵ　１０１は、タッチパネル１０３，無線部１０５，オーディオ入出力部
１０６のいずれかからの入力を受け、所定の処理を実行し、処理の結果を、記憶部１０２
，ディスプレイ１０４，無線１０５，オーディオ入出力部１０６のいずれかへ出力する。
第１実施形態では、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、スマートフォン１の省電力状態
の場合には、オフ状態となる。
【００２６】
　省電力ボタン１１１は、ユーザからの省電力状態への移行又は省電力状態の解除の指示
を入力するボタンである。第１実施形態では、スマートフォン１が通常状態の場合に、省
電力ボタン１１１が押下されることによって、省電力状態への移行の電気信号がアプリケ
ーションＣＰＵ　１０１に入力され、スマートフォン１が省電力状態に移行する。また、
第１実施形態では、スマートフォン１が省電力状態の場合に、省電力ボタン１１１が押下
されることによって、省電力状態の解除の電気信号がアプリケーションＣＰＵ　１０１に
入力され、スマートフォン１の省電力状態が解除される。
【００２７】
　なお、携帯タブレット端末１のハードウェア構成は、図２に示されるものに限定されず
、適宜、追加、置換、削除等の変更が可能である。例えば、スマートフォン１は、図２に
示される構成に加えて、カメラ，赤外線通信部，ＩＣカード通信部等を備えてもよい。ス
マートフォン１は、態様における「情報処理装置」の一例である。「情報処理装置」の一
例には、スマートフォンの他に、携帯タブレット端末，タッチパネルを備える携帯電話端
末，タッチパネルを備えるゲーム端末，タッチパネルを備えるノート型パソコン等のタッ
チパネルを備える携帯可能な情報処理装置がある。
【００２８】
　図３は、記憶部１０２に格納されるプログラム及び情報の一例を示す図である。記憶部
１０２には、アプリケーションＣＰＵ　１０１によって実行されるプログラムが格納され
る。
【００２９】
　ＲＯＭ　１０２Ａには、省電力状態移行プログラム１１，省電力状態解除プログラム１
２，手書きメモ保存プログラム１３が格納される。省電力状態移行プログラム１１は、ス
マートフォン１を省電力状態に移行させるためのプログラムである。省電力状態解除プロ
グラム１２は、スマートフォン１を省電力状態から通常状態に移行させるためのプログラ
ムである。手書きメモ保存プログラム１３は、スマートフォン１の省電力状態の間に記録
されたタッチ軌跡から、該タッチ軌跡を含む手書きメモ画像ファイルを生成し、該ファイ
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ルをＲＡＭ　１０２Ｂに格納するためのプログラムである。ＲＯＭ　１０２Ａには、他に
、ＯＳ（Operating System），アプリケーションプログラム等も格納されている。
【００３０】
　ＲＡＭ　１０２Ｂには、画像ファイル格納部１４が作成される。画像ファイル格納部１
４は、例えば、手書きメモ保存プログラム１３のインストールによってＲＡＭ　１０２Ｂ
の記憶領域に作成され、手書きメモ保存プログラム１３の実行によって作成される手書き
メモ画像ファイルを格納する。
【００３１】
　なお、省電力状態移行プログラム１１，省電力状態解除プログラム１２，手書きメモ保
存プログラム１３は、不揮発性のＲＡＭ　１０２Ｂに格納されてもよい。手書きメモ保存
プログラム１３は、タッチ軌跡記録プログラム１６と共に記憶部１２２のＲＡＭ　１２２
Ａに格納されてもよい。
【００３２】
　図４は、記憶部１２２に格納されるプログラム及び情報の一例を示す図である。記憶部
１２２には、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０によって実行されるプログラムが格納される。
【００３３】
　ＲＯＭ　１２２Ａには、省電力監視プログラム１５，タッチ軌跡記録プログラム１６が
格納されている。省電力監視プログラム１５は、スマートフォン１の省電力状態への移行
を監視するためのプログラムである。タッチ軌跡記録プログラム１６は、スマートフォン
が省電力状態の間に、タッチパネル１０３から入力されるタッチの軌跡を記録するための
プログラムである。
【００３４】
　ＲＡＭ　１２２Ｂには、タッチ軌跡格納部１７が作成される。タッチ軌跡格納部１７は
、例えば、タッチ軌跡記録プログラム１６のインストールによってＲＡＭ　１２２Ｂの記
憶領域に作成され、タッチ軌跡記録プログラム１６の実行によって省電力状態の間に検出
されるタッチ操作の座標を格納する。
【００３５】
　なお、省電力監視プログラム１５，タッチ軌跡記録プログラム１６は、不揮発性のＲＡ
Ｍ　１２２Ｂに格納されてもよい。
【００３６】
　図５は、タッチ軌跡格納部１７に格納される座標の一例である。タッチパネル１０３は
、例えば、所定の周期でセンサをスキャンし、容量変化等を検知した場合に、容量変化の
座標を取得して、タッチ座標として、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０に出力する。すなわち、ＵＩ
－ＣＰＵ　１２０には、タッチパネル１０３から、タッチパネル１０３へのタッチが検知
される間、所定の周期でタッチ座標が入力される。所定の周期は、例えば、１０ミリ秒～
１００ミリ秒である。
【００３７】
　ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、タッチ軌跡記録プログラム１６の実行中に、タッチパネル１
０３から所定の周期で連続して入力される複数の座標を、１つの軌跡として記録する。例
えば、図５に示される例において、「軌跡１」は、タッチパネル１０３から所定の周期で
連続された一連の座標である。所定の周期での座標の入力が途切れ、再度、座標の入力が
始まった場合には、該座標は次の軌跡の開始座標となる。
【００３８】
　タッチパネル１０３の座標は、例えば、Ｘ座標とＹ座標とで示される。Ｘ軸は、例えば
、タッチパネル１０３の短手方向である。Ｙ軸は、例えば、タッチパネル１０３の長手方
向である。原点は、例えば、タッチパネル１０３の端点のいずれか、又は中心点である。
【００３９】
　なお、タッチ軌跡格納部１７に格納される座標は、タッチ軌跡記録プログラム１６の終
了とともに削除される。
【００４０】
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　＜処理の流れ＞
　図６は、省電力状態移行プログラム１１の処理のフローチャートの一例である。図６に
示されるフローチャートは、すなわち、省電力状態移行プログラム１１は、スマートフォ
ン１の起動とともに開始される。
【００４１】
　ＯＰ１では、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、省電力タイマがタイムアウトしたか
否かを判定する。省電力タイマは、例えば、所定時間のタイマであって、タッチパネル１
０３又は入力ボタンからの入力，着信等によってリセットされる。所定時間は、例えば、
３－１０分である。省電力タイマがタイムアウトした場合には（ＯＰ１：ＹＥＳ）、すな
わち、所定時間タッチパネル１０３又は入力ボタンからの入力，着信等が無い場合には、
処理がＯＰ３に進む。省電力タイマがタイムアウトしていない場合には（ＯＰ１：Ｎｏ）
、すなわち、所定時間経過前にタッチパネル１０３又は入力ボタンからの入力，着信等が
有った場合には、処理がＯＰ２に進む。
【００４２】
　ＯＰ２では、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、省電力ボタン１１１の押下が有るか
否かを判定する。省電力ボタン１１１の押下を検出した場合には（ＯＰ２：ＹＥＳ）、処
理がＯＰ３に進む。省電力ボタン１１１の押下を検出しない場合には（ＯＰ２：ＮＯ）、
処理がＯＰ１に戻る。
【００４３】
　ＯＰ３では、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、スマートフォン１のモードを省電力
モードに設定し、省電力状態に移行するための処理を行う。省電力モードは、例えば、レ
ジスタ（図示せず）に記録される。以降のＯＰ４－ＯＰ６の処理は、省電力状態に移行す
るための処理である。
【００４４】
　ＯＰ４では、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、画面ロック状態に設定する。これ以
降、タッチパネル１０３にタッチ操作が入力されても、ディスプレイ１０４の表示は反応
して変化しない。
【００４５】
　ＯＰ５では、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、ディスプレイ１０４の照明（ＬＥＤ
）を消灯する。このとき、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、オーディオ入出力部１０
６，スピーカー１０７，マイクロフォン１０８，記憶部１０２も順次オフ状態にする。
【００４６】
　ＯＰ６では、アプリケーションＣＰＵ　１０１の動作が停止し、アプリケーションＣＰ
Ｕ　１０１がオフ状態となり、スマートフォン１の省電力状態への移行が完了する。スマ
ートフォン１の省電力状態への移行が完了すると、図６に示される処理が終了する。なお
、スマートフォン１では、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０とタッチパネル１０３と記憶部１２２と
はオン状態である。
【００４７】
　図７は、省電力監視プログラム１５の処理のフローチャートの一例である。図７に示さ
れるフローチャートは、すなわち、省電力監視プログラム１５は、スマートフォン１の起
動とともに開始される。
【００４８】
　ＯＰ１１では、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、スマートフォン１が省電力状態へ移行するの
を監視する。スマートフォン１が省電力状態へ移行した場合には（ＯＰ１１：ＹＥＳ）、
処理がＯＰ１２に進む。例えば、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、スマートフォン１の省電力状
態への移行を、省電力モードの設定（図６、ＯＰ３参照）によって判定する。ただし、こ
れに限られず、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、アプリケーションＣＰＵ　１０１の動作停止を
検出することによって、スマートフォン１の省電力状態への移行を判定してもよい。
【００４９】
　ＯＰ１２では、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、タッチ軌跡記録プログラム１６を起動させる
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。その後、図７に示される処理が終了する。
【００５０】
　図８は、タッチ軌跡記録プログラム１６の処理のフローチャートの一例である。図８に
示されるフローチャートは、すなわち、タッチ軌跡記録プログラム１６は、スマートフォ
ン１の省電力状態への移行を契機に開始される。
【００５１】
　ＯＰ２１では、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、タッチパネル１０３へのタッチ操作を検出し
たか否かを判定する。ＵＩ－ＣＰＵ　１２０がタッチパネル１０３へのタッチ操作を、タ
ッチパネル１０３からの座標の入力によって、検出した場合には（ＯＰ２１：ＹＥＳ）、
処理がＯＰ２２に進む。タッチパネル１０３へのタッチ操作が検出されない場合には（Ｏ
Ｐ２１：ＮＯ）、処理がＯＰ２３に進む。
【００５２】
　ＯＰ２２では、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、タッチパネル１０３から順次入力されるタッ
チ座標をタッチ軌跡格納部１７に記録する。
【００５３】
　ＯＰ２３では、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、スマートフォン１の省電力状態が解除された
か否かを判定する。スマートフォン1の省電力状態の解除は、例えば、省電力モードの設
定の解除、アプリケーションＣＰＵ　１０１の起動によって検出される。スマートフォン
１の省電力状態が解除された場合には（ＯＰ２３：ＹＥＳ）、図８に示される処理が終了
する。スマートフォン１が省電力状態を維持している場合には（ＯＰ２３：ＮＯ）、処理
がＯＰ２１に戻る。
【００５４】
　図９は、省電力状態解除プログラム１２の処理の一例を示す図である。図９に示される
フローチャート、すなわち、省電力状態解除プログラム１２は、スマートフォン１が省電
力状態で、且つ、省電力ボタン１１１が押下された場合に開始される。
【００５５】
　ＯＰ３１では、アプリケーションＣＰＵ　１０１が起動する。ＯＰ３２では、アプリケ
ーションＣＰＵ　１０１は、ディスプレイを点灯する。また、ＯＰ３２では、アプリケー
ションＣＰＵ　１０１は、オーディオ入出力部１０６，スピーカー１０７，マイクロフォ
ン１０８，記憶部１０２も順次オン状態にする。
【００５６】
　ＯＰ３３では、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、画面ロック状態を解除する。これ
以降、タッチパネル１０３へのタッチによってディスプレイ１０４の表示及び点灯が反応
するようになる。
【００５７】
　ＯＰ３４では、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、省電力モードを解除する。例えば
、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、レジスタ（図示せず）に記録される省電力モード
を削除または通常モードに設定することによって省電力モードを解除する。
【００５８】
　ＯＰ３５では、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、手書きメモ保存プログラム１３を
起動する。ＯＰ３６では、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、ディスプレイ１０４にホ
ーム画面を表示させる。その後、図９に示される処理が終了する。
【００５９】
　図１０は、手書きメモ保存プログラム１３に処理のフローチャートの一例である。図１
０に示されるフローチャートは、すなわち、手書きメモ保存プログラム１３は、スマート
フォン１の省電力状態が解除されると、開始される（図９、ＯＰ３５参照）。
【００６０】
　ＯＰ４１では、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、タッチ軌跡格納部１７にタッチの
軌跡が記録されているか否かを判定する。タッチ軌跡格納部１７にタッチの軌跡が記録さ
れている場合には（ＯＰ４１：ＹＥＳ）、処理がＯＰ４２に進む。タッチ軌跡格納部１７
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にタッチの軌跡が記録されていない場合には（ＯＰ４１：ＮＯ）、図１０に示される処理
が終了する。
【００６１】
　ＯＰ４２では、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、タッチ軌跡格納部１７に格納され
るタッチの軌跡の座標から手書きメモ画像ファイルを生成する。ＯＰ４３では、アプリケ
ーションＣＰＵ　１０１は、手書きメモ画像ファイルを画像ファイル格納部１４に保存す
る。その後、図１０に示される処理が終了する。
【００６２】
　画像ファイル格納部１４に格納された手書きメモ画像ファイルは、ユーザからの操作入
力によって表示が指示されると、画像ファイル格納部１４から読み出され、ディスプレイ
１０４に表示される。
【００６３】
　＜第１実施形態の作用効果＞
　第１実施形態では、スマートフォン１は、省電力状態且つ画面ロック状態において、タ
ッチパネル１０３へのタッチ操作がなされた場合に、該タッチ操作の軌跡を記録する。こ
れによって、スマートフォン１が省電力状態且つ画面ロック状態であって、ユーザが急遽
メモを取りたい場合には、ユーザはタッチパネル１０３上で文字を書くように指を動かせ
ばよく、素早く簡便にメモを記録することができる。
【００６４】
　また、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０がアプリケーションＣＰＵ　１０１より消費電力が小さい
場合には、省電力状態において、スマートフォン１は、タッチ操作の軌跡を記録すること
ができるため、タッチ操作の軌跡を記録するために要する消費電力を抑えることができる
。
【００６５】
　＜その他＞
　なお、図６－図１０に示される各フローチャート内の処理の順番は、図６－図１０に示
されるものに限定されない。また、スマートフォン１の省電力状態への移行及び省電力状
態の解除の条件は、第１実施形態で説明されたものに限られない。スマートフォン１の省
電力状態への移行及び省電力状態の解除の条件は、製造メーカーの仕様に依存する。スマ
ートフォン１の省電力状態への移行及び省電力状態の解除の条件に応じて、図６－図１０
に示される各フローチャート内の処理は、適宜、順番変更，追加，削除されてもよい。
【００６６】
　例えば、省電力状態に移行しても、ユーザのボタン操作等による指示が無い限り画面ロ
ック状態が設定されず、タッチパネル１０３へのタッチか検出されると、省電力状態が解
除される、という仕様のスマートフォンがある。このようなスマートフォンの場合には、
タッチ軌跡記録プログラム１６を、省電力状態への移行と画面ロック状態の設定とを条件
に起動するようにしてもよい。
【００６７】
　また、例えば、省電力状態の解除の後に、セキュリティのための画面ロック解除画面を
表示し、該画面において画面ロック解除操作を行うことで画面ロックが解除される、とい
う仕様のスマートフォンがある。この場合には、タッチ軌跡記録プログラム１６の終了条
件を画面ロック解除にし、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０は、画面ロック解除画面において、画面
ロック解除操作以外のタッチ操作が検出された場合にも、タッチ軌跡格納部１７に記録す
るようにしてもよい。また、この場合には、アプリケーションＣＰＵ　１０１は、画面ロ
ック状態が解除されたことを契機に、手書きメモ保存プログラム１３を起動させる。
【００６８】
　第１実施形態では、スマートフォン１は、タッチパネル１０３を制御するＵＩ－ＣＰＵ
　１２０を備えた。ただし、これに限られず、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０を備えていないスマ
ートフォンでも、第１実施形態で説明された技術を適用可能である。例えば、アプリケー
ションＣＰＵ　１０１が、省電力状態でオフ状態にならずに、タッチ軌跡記録プログラム
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１６を実行することによって、ＵＩ－ＣＰＵ　１２０を備えていないスマートフォンでも
第１実施形態で説明された技術を適用可能である。
【符号の説明】
【００６９】
１　　　スマートフォン
１１　　省電力状態移行プログラム
１２　　省電力状態解除プログラム
１３　　手書きメモ保存プログラム
１４　　画像ファイル格納部
１５　　省電力監視プログラム
１６　　タッチ軌跡記録プログラム
１７　　タッチ軌跡格納部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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